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資料　2

平成23年6月に支給する期末手当に係る改定の概要

杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例

項　　　　　目 改　　正　　内　　容

期末手当 平成23年6月の支給月数

区　分 現　　　行 改　　　正

6月期 1．80 1．55
ユ2月期 L　85 1．85
3月期 0．30 0．30
合　計 3．95 3．70

施行期　日 公布の日から施行する。


